
別　表　１

＜対象外業種＞

　◇農業

　◇漁業

　◇林業

　◇金融保険業

　◇不動産業のうち・・土地・建物の売買など（所有権の移転に係ること）

　◇医療・福祉業

　◇運輸業のうち・・・・乗合バス業，フェリー船内の売店など

　◇小売業のうち・・・・

　◇飲食業のうち・・・・バー，スナック，キャバレーなど

　◇娯楽業のうち・・・・パチンコ店など

＜取り扱いできない品目＞

　◆換金性の高いもの（商品券・切手・印紙・プリペイドカード等）

　◆株券，先物，保険，宝くじなどの金融商品

　◆業務用の仕入れ，手形，買掛金決済等

　◆振り込み用紙による支払い等

　◆ギャンブル性の高いサービス等

※商品券と現金，他の券種のとのお引き換えはできません。

※詳しくは，事務局へお問合せください。

無店舗小売業（ネットショップ，カタログ販売，自販機による小売業）


